
R8.4月以降

添付書類 法人 個人 留意事項

1 代理業新規登録に係る手数料
・納付方法：納入通知書またはオンライン決済
・申請書類を一式提出いただいた後に、ご希望の納付方法
でお支払いいただきます。

登録申請書　 （１） ○ ○
・申請書の住所欄は、法人の場合は登録事項証明書の「本
所所在地」、個人の場合は住民票の「住所地」とする。

登録申請書　 （２） △ △ ・営業者が複数ある場合

3 定款又は寄付行為の写し ○
・目的が「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業」と
なっていること。

登記簿謄本 ○ ・発行から３ヶ月以内のものであること

住民票 ○ ・発行から３ヶ月以内のものであること

5
役員の欠格事由に該当しない旨の
宣誓書

○ ○

・本人の自著であること
・法人の場合は、登記事項証明書上の非常勤役員・監査役
を含む全役員について提出
・個人の場合は申請者本人分を提出

6 旅行業務に係る事業の計画 ○ ○

7 旅行業務に係る組織の概要 ○ ○
・兼業がある場合は、旅行業務部門を点線で囲むこと
・旅行業務取扱管理者に印をつけること

旅行業務取扱管理者選任一覧表 ○ ○

合格証又は認定証の写し ○ ○

履歴書 ○ ○

欠格事由に該当しない旨の宣誓書 ○ ○
・本人の自著であること
・役員（法人）又は代表者（個人）が取扱管理者の場合
は、宣誓書は１通で可

9 旅行業代理業業務委託契約書の写し ○ ○
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15,800円分
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旅行業者代理業・新規登録


